
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ少年団活動の一部再開について 

 

 

現在、３月２１日まで市内のスポーツ少年団活動の自粛を要請しているところですが、春休みか

らスポーツ少年団の活動を徐々に再開することとなりましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 活動内容   ・練習は週３日までとする 

         ・１回当たりの練習時間は２時間以内とする 

         ・活動場所は市内のみとする 

          ※練習試合等は、市内単位団とは可とする 

 

２ 要請期間   ３月２５日（金）から４月１０日（日）まで 

       ※感染拡大状況によっては変更の可能性あり 

 

 

 

報 道 資 料 

【発信日】令和４年３月１８日 

【問合わせ先】 

 大野市桜塚町６０１ エキサイト広場内 

 大野市健幸福祉部スポーツ推進課 横井、丸葉 

 電話 0779-65-5592 


